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平
成
26
年
度
と
27
年
度
の
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
率
が
改
正
さ
れ
ま
し

た
。

　

改
正
内
容
は
次
の
表
の
と
お
り
で

す
。
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後期高齢者医療保険料率が改正されました

　

所
得
に
応
じ
た
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
の
軽
減
基
準
が
、
平
成
26
年
度
分

か
ら
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

５
割
軽
減
と
２
割
軽
減
の
基
準
額
が

拡
大
す
る
こ
と
に
よ
り
、
軽
減
を
受
け

や
す
く
な
り
ま
す
。
な
お
、
９
割
軽
減

と
8.5
割
軽
減
の
基
準
は
変
更
あ
り
ま
せ

ん
。
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所得に応じた保険料の軽減基準が拡大されました

◆平成26年度・27年度の後期高齢者医療保険料

改正前 改正後

均等割額 47,709円 51,472円

所得割率 10.61% 10.52%

賦課限度額 55万円 57万円

◆所得に応じた保険料の軽減基準
　○所得が次の金額以下の世帯

改正前 改正後

５割軽減
33万円＋24.5万円×（世
帯主を除く）当該世帯に
属する被保険者数

33万円＋24.5万円×（世
帯主を含む）当該世帯に
属する被保険者数

２割軽減 33万円＋35万円×当該
世帯に属する被保険者

33万円＋45万円×当該
世帯に属する被保険者

◆軽減を受けられる所得基準額
世帯の被保険者が
１人の場合

世帯の被保険者が
２人の場合

世帯の被保険者が
３人の場合

５割軽減 57.5万円以下 82万円以下 106.5万円以下

２割軽減 78万円以下 123万円以下 168万円以下

※被保険者でない世帯主の所得も軽減判定の対象になります。
※昭和24年１月１日以前の生年月日の方は、公的年金の所得計算でさらに15万円を引いた額で判定します。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て

い
る
方
が
現
在
お
使
い
の
保
険
証
は
、

８
月
以
降
は
使
え
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
更
新
が
必
要
で
す
。

　

７
月
中
に
黄
緑
色
の
新
し
い
保
険
証

が
郵
便
で
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
ピ
ン

ク
色
の
保
険
証
は
処
分
し
、
黄
緑
色
の

保
険
証
を
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

新
し
い
黄
緑
色
の
保
険
証
の
有
効
期

限
は
、平
成
27
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

保
険
証
の
有
効
期
限
は
１
年
間
で
、
毎

年
更
新
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

紛
失
し
た
と
き
や
、
汚
れ
た
と
き
は

再
交
付
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
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保険証が
ピンク色から黄緑色になります

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
が
申
請
す

る
と
交
付
さ
れ
る
減
額
認
定
証
は
、
高

額
な
医
療
費
や
入
院
し
た
時
の
食
事
代

を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。

　

現
在
お
使
い
の
水
色
の
減
額
認
定
証

は
、８
月
１
日
以
降
は
使
え
な
く
な
り
、

更
新
が
必
要
で
す
。

　

現
在
お
使
い
の
水
色
の
減
額
認
定
証

の
有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で

す
。
該
当
す
る
方
に
は
、
黄
色
の
新
し

い
減
額
認
定
証
を
事
前
に
送
付
し
ま
す

の
で
、
８
月
１
日
以
降
、
病
院
に
か
か

る
時
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
お
持
ち
で
な
い
方
も
、
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
の
場
合
、
該
当

に
な
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　

住
民
課
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
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１
３
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減額認定証が
水色から黄色になります

▲後期高齢者医療制度の「保険証」（黄緑色）

▲後期高齢者医療制度の「減額認定証」（黄色）

保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　

７
月
15
日
㈫
に
平
成
26
年
度
の
保
険

料
額
の
決
定
通
知
書
を
郵
送
し
ま
す
の

で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
は
、
安
心
し
て
医
療
を
受
け

る
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
す
の
で
、
忘

れ
ず
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

※
年
度
途
中
に
加
入
し
た
と
き
は
、
加

入
し
た
月
か
ら
の
月
割
で
保
険
料
を
計

算
し
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
方
を

口
座
振
替
に
変
更
で
き
ま
す

　

保
険
料
を
納
付
書
で
納
め
て
い
る
方

や
、
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

は
、
口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

口
座
振
替
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
住

民
課
町
税
グ
ル
ー
プ
に
お
申
出
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
お
申
出
の
際
に
、
保
険
証
、

預
金
通
帳
、
通
帳
の
お
届
け
印
が
必
要

で
す
。

※
年
金
か
ら
の
天
引
き
か
ら
口
座
振
替

に
切
り
替
わ
る
時
期
は
、
お
申
出
の
時

期
に
よ
り
ま
す
。

問
合
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住
民
課
町
税
グ
ル
ー
プ

　
　
　
　

☎
76
・
２
１
３
０


